
1 

 

令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創事業業務委託 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 委託業務名 

令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創事業業務委託 

 

２ 事業の目的 

  本県では、産業や生業を始めとした地域の再生の担い手として全国から新たな活力を呼

び込むために避難地域１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村のこと。以下、「１２市町村」という。）

における移住を促進している。 

本業務では、１２市町村の居住人口の更なる増加に向け、当地域への移住者になりうる

「移住関心層」を主な対象とし、地域づくり団体や民間事業者、移住サポーター等が企画

する新たな提案により、１２市町村の認知度向上や魅力発信につながる体験機会を県とと

もに創出することで、移住につながる関係・交流人口を拡大することを目的とする。 

 

３ 業務仕様 

  別紙「令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創事業業務委託仕様書（案）」

（以下、「仕様書」という。）のとおり。 

  なお、最終的な仕様については、契約候補者選定後、福島県避難地域復興局避難地域復

興課（以下、「避難地域復興課」という。）と契約候補者とが協議した上で確定させる。 

 

４ 事業実施期間 

  契約の日から最長で令和９年３月３１日まで 

  ※最終的な終期については、県と協議の上決定。 

  

５ 委託契約額の下限及び上限 

（１）一般枠 

   下限 

   金１，０００，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

上限 

   金５，０００，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

（２）先輩移住者・移住サポーター枠 

   ※１２市町村にすでに移住した者、ふくしま１２市町村移住サポーターの委嘱を受け

た者のみ活用可能。 

   上限 

   金３００，０００円（消費税及び地方消費税込み・下限なし） 
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６ プロポーザル参加者の資格要件 

（１）一般枠については、福島県内に所在する以下のいずれかの団体等であること。 

・地域づくり団体（地域住民が主体となって、まちづくり、ボランティア、福祉、

環境保全、観光など様々な分野で活動する団体） 

・ＮＰＯ 

・各種実行委員会 

・民間事業者等による団体 等 

先輩移住者・移住サポーター枠については、以下のいずれかの者であること。 

・平成２３年３月１２日以降に１２市町村に移住した者 

・ふくしま１２市町村移住サポーター 

  ※団体の構成員に県外事業者を含むことは可であるが、事務局は福島県内に所在する事

業者が担うこととする。 

（２）イベントの企画・実施、情報発信、問い合わせ対応にあたり、必要な体制を整えられ

ること。 

（３）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 

（４）募集要領を公告した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格

制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てをした者若

しくはなされた者（同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除

く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てを

した者若しくはなされた者（同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受け

た者を除く。）でないこと。または、当該者を含む団体ではないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者でない

こと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所

の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

している者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

（７）県税を滞納している者でないこと。 
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（８）消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

７ 実施のスケジュール 

項目 日程 

質問受付期限 令和８年４月１０日（金）（必着） 

質問の回答 令和８年４月１５日（水） 

参加申込書提出期限 令和８年４月２０日（月）（必着） 

参加資格審査結果通知 令和８年４月２２日（水） 

企画提案書等提出期限 令和８年４月３０日（金）（必着） 

企画提案審査（プレゼンテ

ーション審査） 
令和８年５月中旬（別途参加申込者に通知） 

審査結果通知 
令和８年５月下旬 

※結果通知後、仕様書協議 

契約締結 令和８年５月下旬以降 

 

８ 手続きに関する事項 

（１）募集要領等の入手方法 

   募集要領及び各様式等については、避難地域復興課のホームページからダウンロード

して入手するものとし、避難地域復興課の窓口又は郵送等での配布は行わない。 

（２）質問の受付・回答 

  ア 質問書の提出方法 

    質問書（第１号様式）は、避難地域復興課あてに電子メールにより提出すること。 

    なお、電子メール件名は「【質問】令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共

創事業業務委託質問」とし、電子メール送信後に電話により送付した旨連絡するこ

と。なお、電話による質問の受付は行わない。 

    提出先アドレス：fuku12-iju@pref.fukushima.lg.jp 

イ 回答方法 

質問の回答は、避難地域復興課ホームページに掲載する。 

（３）参加申込書の提出 

本事業における公募型プロポーザルに参加する意思のある者は、提出期限までに下記

の提出書類を避難地域復興課宛てに郵送又は持参により提出すること。 

なお、郵送の際は、封筒の余白に「令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創

事業業務委託プロポーザル参加申込書在中」の旨を朱書きすること。 

   【提出書類】 

   ①参加申込書（第２号様式） 

   ②団体等概要（第３号様式） 

   ③法人登記簿の写し（参加申込書提出日から３か月以内のもの） 

    ※法人登記をしていない団体等の場合は、団体規約を提出すること。 

    ※先輩移住者・移住サポーター枠を活用する場合は、１２市町村移住支援金の交付
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決定通知等移住者であることが分かる書類、またはふくしま12市町村移住サポー

ター委嘱状を提出すること。 

（４）参加資格審査 

避難地域復興課が参加申込書の内容及び参加要件の適否を確認し、参加資格の有無を

参加申込者へ団体等概要に記載のあるメールアドレス宛に通知する。 

 

９ 企画提案書の記載内容、提出書類 

（１）記載内容 

  ア 仕様書に記載している各業務が、円滑かつ着実に遂行できる具体的な提案を行うこ

と。 

イ 仕様書に記載している各業務の実施方法について具体的に提案すること。 

ウ 仕様書に定める業務のほかに、予算の範囲内において実施できる効果的な業務があ

る場合は独自提案として具体的に提案すること。 

エ 業務の一部を外部に再委託する場合は、企画提案書にその旨を記載すること。 

  オ 本事業と類似した事業実績がある場合はその事業の内容を記載すること。 

（２）提出書類  

次の書類を各５部（正本１部、写し４部）提出すること。 

ア 企画提案書 

Ａ４判横、横書き、左上綴じ。両面２０枚以内（総項数：４０項以内）とすること。 

なお、表紙及び次のイ、ウは企画提案書の枚数に含まない。また、印刷は片面、両

面を問わない。 

おって、表紙には「令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創事業業務委託

企画提案書」と記載し、余白に団体名等を記載すること。 

イ 業務実施体制書（第４号様式） 

ウ 見積書及び見積内訳書（任意様式、Ａ４判） 

（３）提出方法  

  ア 郵送 

提出期限までに上記９（２）の書類を避難地域復興課宛てに郵送すること。 

なお、封筒に「令和８年度福島県避難地域の新たな体験機会共創事業業務委託企画

提案書在中」の旨を朱書きの上、簡易書留等配達の記録が残る方法を取ること。 

  イ 持参 

平日の午前９時から午後５時までの間に避難地域復興課へ持参すること。 

（４）留意事項 

ア 参加申込書の提出がない者、参加資格審査により参加資格が認められなかった者の

企画提案書は受け付けない。 

イ 提出後における、上記９（２）の書類の内容変更、差替え又は再提出は認めない。 

ウ 上記８（４）において資格「有」と通知された者が企画提案書の提出を行わない場

合は辞退届（任意様式）を提出すること。 

エ プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。 
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オ 提出後の企画提案書等の内容について、ヒアリングを行うことがある。 

カ 提出された企画提案書等は参加者に無断で使用しないものとするが、審査作業に必

要な範囲において複製を作成することがある。 

キ 提出された企画提案書等は返却しない。 

 

10 企画提案書の評価基準、審査方法 

（１）審査基準及び配点 

審査項目 評価基準 配点 

１ 事業目的の理解度 ・事業目的に合致した提案であるか。 

（目的は移住につながる交流・関係人口拡大） 

２０ 

２ 実施方法、スケジ 

ュール 

・実施方法、実施スケジュールが具体的かつ

現実的であるか。 

１５ 

３ 実施体制 ・事業内容を円滑に遂行するために必要な実

施体制及び人材を有しているか。 

・類似する事業実績及び知見を有し、企画を

確実に実行できる能力があるか。 

１５ 

４ 企画力 ・企画の内容に新規性や移住につながる交

流・関係人口を拡大する仕組みが含まれて

いるか。 

２５ 

５ 訴求力 ・話題性があり集客が見込める内容か。 ２０ 

６ 経費 ・適正な経費積算が行われているか。また、

経済性が優れているか。 

５ 

合計 １００ 

 

（２）審査方法 

 ア 審査者 

   契約候補者の選定は、県が設置する「プロポーザル審査委員会（以下、「審査委

員会」という。）が行う。 

 イ 方法  

審査委員会において、提出のあった企画提案書等に基づくプレゼンテーション審

査を行う。なお、プレゼンテーション審査への出席は１プロポーザル参加者あたり

３名以内とし、説明時間は１５分、質疑時間は１０分、計２５分程度とする予定。 

おって、審査委員会（プレゼンテーション審査）の日時及び場所については、別

途指示する。 

ウ 評価方法 

   審査項目ごとに評価点を付す。 

 エ 評価点の算出 

   評価する審査員の評価点の合計点数とする。 

 オ 選定方法 
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    評価点の合計点数が高い順から予算の範囲内で契約候補者を選定する。 

    なお、審査委員会での平均評価点が５０点未満であった場合は契約候補者とし

ないこととする。 

    おって、評価点合計点数が同一の企画提案があった場合は、審査委員会の協議

により選定する。 

オ 審査結果の通知 

   審査結果は、全てのプロポーザル参加者に速やかに通知する。 

   また、契約候補者名及び全てのプロポーザル参加者の評点（契約候補者以外は参

加者名を伏せて評点のみ）は、避難地域復興課ホームページで公表を行う。 

 

11 企画提案書を失格とする事項 

 （１）募集要領の条件及び避難地域復興課があらかじめ指示した事項に違反した企画提案書 

 （２）虚偽の内容が記載されている企画提案書 

 （３）プロポーザル審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は

間接的に求めた者が提出した企画提案書 

 （４）複数の企画提案書を提出した者の企画提案書 

（５）参加資格を満たさなくなった者又は参加資格を満たさないことが判明した者が提出

した企画提案書 

 

12 契約の締結 

 （１）審査委員会により選定された契約候補者とし、別途定める予定価格の範囲内で委託

契約を締結する。 

 （２）選定した契約候補者と避難地域復興課が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上

で契約を締結する。仕様書の内容は、提案内容のとおりに反映されない場合もある。 

 （３）契約金額は、協議結果により作成した仕様書に基づき改めて見積書を徴取し、決定

する。なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。 

 （４）契約候補者と県との間で協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場

合は、審査結果において総合評価が次点であった者と協議の上、契約を締結する。 

 

13 その他 

本事業は福島再生加速化交付金（以下「交付金」という。）を活用して実施することか

ら、交付金が交付されない場合は契約を中止することがある。 

 

14 担当課（問合せ先・提出先） 

  〒960-8670 福島県福島市杉妻町２―１６（本庁舎５階） 

  福島県企画調整部避難地域復興局避難地域復興課 

  電話 024-521-8439 ＦＡＸ 024-523-4260 

  E-mail fuku12-iju@pref.fukushima.lg.jp 


